
クイズで学ぼう！お金のイロイロ（問い）

高知県金融広報委員会は、中立公正な立場から、くらしに身近な
金融に関する幅広い広報・学習支援活動を行っている団体です。

Ｑ. 
知るぽるとＨＰ「くらきんクイズ」より
※金融広報中央委員会の広報誌“くらし塾 きんゆう塾”から出題されたクイズです。

答えは次のページ ⇒

高知県金融広報委員会 

ホームページ

検索検索

① 正しい
② 誤っている

※くらしネットkochi第３号は高知県金融広報委員会の協力を得て作成しています。

TEL：088-822-0114

知るぽるとキャラクター

矢口百太（矢口家の次男）
やぐち   ももた

令和４（2022）年度
第 3 号 

危険！ネットの「もうかる」話危険！ネットの「もうかる」話
簡単に稼げると思ったら・・・

⚠トラブルにあわないために

SNSで「月利50％で誰でも簡単に月に20万～30万円稼げる」という広告を見て、無料セミナーに

行った。「今日申し込めば100万円が140万円になる」と言われ、コンサルティング契約をした。

助言を受けたが結果が出ず、月利100％の「特進コース」の受講に110万円を支払った。SNSで教

材が配信され動画で受講したが、支払った金額に見合う価値を見いだせない。

「相談に乗るだけで相手から報酬がもらえる」というサイトに登録した。報酬を受け取る際、サ

イトから「個人情報開示のため」と35,000円を支払ったが、必要な費用としてさらに７万円を請

求された。担当者に「これ以上は支払えないのでやめる」と言うと、「費用は後で返すのでこれか

らも相談に乗ってほしい」と言われ支払った。しかしその後もパスワード再発行の費用として９

万円を請求された。

○情報商材は契約前に中身を確かめることができません。

　購入したらあまり価値のない情報だったという場合もあります。

　少しでも怪しいと思ったら事業者に連絡しないでください。

○「後から高額な契約を勧誘された」「広告にはなかったコンサルティング契約を

　勧められた」など、広告や説明と話が違うと思ったら契約をきっぱり断りましょう。

○事業者から値引きを提案されたり、「今日だけ」などと限定であることを強調して勧誘されても、

　クレジットカードの高額決済や借金をしてまで契約しないでください。

○利益誘引型のサイトでやり取りをしている相手は、「サクラ」の場合もあります。相手の言葉をうのみに

せず、冷静に判断しましょう。

令和４年の公的年金の改正で、iDeCoの加入可能年齢が65歳未満に
引き上げられた。

事例１

　　
事例２　


